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ヘルニアについて 外科　石
い し

塚
づ か

　直
な お

樹
き

　「ヘルニア」と聞くと椎間板ヘルニアを思い浮か
べる方が多いのではないでしょうか。
　背骨の間でクッションの働きをしている椎間板
がはみ出し神経を圧迫することで、激しい痛みに
襲われる病気です。
　このように、体内の臓器などが本来あるべき場
所からはみ出したり、飛び出してしまったりする
状態を医学的にヘルニアといい、俗にいう“出べ
そ”も臍

へそ

ヘルニアが正式な名称です。
　鼠径ヘルニアは、鼠径部すなわち足の付け根の
部分で、腸などが飛び出してしまう状態をいい、
脱腸という言葉の方が分かりやすい方もいらっ
しゃるかもしれません。多くの場合、太ももの付
け根が膨

ふく

らんだ状態で泌尿器科を受診されます
が、デリケートな場所で痛みも少ないため、受診
を躊

ちゅう

躇
ちょ

したまま、放置しているケースも見受けら
れます。
　また、鼠径ヘルニアは、子どもの病気と思われ
がちですが、実は高齢の方に多い病気です。年齢
を重ねるとともに、足の付け根の組織が次第に弱
くなり、隙間から腸などのお腹の中の臓器が飛び
出してきます。初めのうちは、立った際やお腹に
力を入れた時に、足の付け根に柔らかい膨らみが

出ますが、横になったり、手で押さえたりすると
引っ込む程度で特に痛みもありません。
　しかし、出たり入ったりを繰り返していると、
やがて痛みや違和感を伴うようになり、息苦しい
とか、長い時間立っているのが辛いとか、お腹が
張るといった症状が現れ、生活にも支障がでてき
ます。
　治療法は手術しかありません。腸が出たまま放
置していると、周囲の筋肉で締め付けられて、戻
らなくなる陥

かん

頓
とん

という状態に陥る危険がありま
す。陥頓状態になると、腸の中を食べた物が流れ
なくなり、腸閉塞を起こす場合や、飛び出た部分
の血流が途切れて壊死を起こし、腸を切除しない
と命にかかわるといったケースにもなります。
　そうした大事に至るのを予防するために、修復
手術を受けることをお勧めします。現在では、医
療用に開発された網目状の人工繊維を使用して、
腸が出てくる場所を塞ぐ方法で手術を行っていま
す。当院での入院期間は、通常5日前後です。足
の付け根が膨らんで気になる方は、一度外科医に
ご相談してみてはいかがでしょうか。
問合せ　市民病院☎24-611122-0887

市民病院・ワンポイントクリニック
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悠
久
の
歴
史
か
ら
続
い
て
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江
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時

代
に
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っ
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箭
弓
稲
荷
神
社
に
絵
馬
を

贈
っ
て
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に
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す
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　児童手当・特例給付を受けている方は、現況
届の提出が必要です。現況届は、毎年6月1日
時点の状況により、引き続き手当の要件に該当
するかどうかを確認するためのものです。
　現況届の対象となる家庭に関係書類を送付し
ますので、6月19日（金）までに子育て支援課へ
提出してください。提出がない場合、手当が受
けられなくなりますのでご注意ください。
　なお、今年度の現況届には、「子育て世帯臨時
特例給付金申請書（請求書）」も含まれています。
詳しくは、送付した関係書類をご確認ください。
提出が必要な方
　5月分以前から当市で児童手当・特例給付を
受けている方
※6月以降、市外に転出される方も当市で現況
届の提出が必要です。 
提出に必要なもの
・児童手当・特例給付現況届

・課税情報の確認にかかる同意書
・受給者・配偶者・児童の健康保険証の写し
・平成27年度の住民税決定証明書（所得額・控
除額・控除の内訳・扶養人数の記載があるも
の）
※平成27年1月1日時点で当市に住所がなかっ
た方のみ提出してください。受給者が配偶者の
扶養をとっていない場合は、受給者と配偶者両
方の証明書が必要です。
・監護・生計同一申立書
※受給者と児童が別居している方のみ提出して
ください。
・児童の属する世帯全員の住民票（本籍・続柄
の記載があるもの）
※受給者と児童が別居していて、その児童が市
外に住所を有する場合のみ提出してください。 
申請・問合せ　子育て支援課　☎21-1461
　　　　　　　　　　　　　　23-2239

児童手当・特例給付現況届
～子育て世帯臨時特例給付申請書（請求書）が含まれています～

地域包括支援センター便り

　高齢期は、体の機能の低下や精神的な理由により、
食事量が低下し、エネルギーやタンパク質（肉類・魚・
豆類・卵など）が不足して低栄養状態になりやすく、
病気に対する抵抗力が落ちたり、筋力や骨が衰えて転
倒や骨折を招くことがあります。いきいきと暮らして
いくために、低栄養状態にならないように気をつけま
しょう。なお、病気で食事制限等のある方は主治医に
相談しましょう。
低栄養状態を防ぐためのポイント
・食事の量が足りているか確認するために、定期的に
体重を計りましょう。
・1回の食事量がだんだん減ってきているときは、間
食で補いましょう。
・買い物や料理の負担は宅配サービスや冷凍食品など
の利用で軽減しましょう。
・「食べたい」「おいしい」と思うものをまず食べてみま
しょう。
・生活リズムを整えて、散歩など外に出て体を動かす
ようにしましょう。
問合せ　市地域包括支援センター☎22-7733
　　　　　　　　　　　　　　　22-7731

いきいき暮らすための低栄養予防
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仲
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保
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絡
し

て
く
だ
さ
い
。
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き
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き
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き
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け
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れ
る
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づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
企
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等
を
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定
し
て
い
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す
。
こ
の
認
定
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度
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お
い
て
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最

上
位
で
あ
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プ
ラ
チ
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分
に
認
定
さ

れ
ま
し
た
。
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